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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第548号

　地方自治法第231条の２の３第１項の規定により指定
納付受託者を指定した告示（令和４年京都府告示第237
号）の一部を次のように改正する。

　令和５年11月７日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　表に次のように加える。

株式会社アイモバ
イル

東京都渋谷区桜丘町22の14　
Ｎ . Ｅ . Ｓ . ビルＮ棟２階  5. 9.13

楽天グループ株式
会社

東京都世田谷区玉川一丁目14
の１  5. 9.27

株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ
データ

東京都江東区豊洲三丁目３の
３

 5. 9.28

京都府告示第549号

　落札者を次のとおり決定した。

　令和５年11月７日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　購入物品の名称及び数量
　　環境放射線モニタリング用気象観測装置　一式
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　　京都府総務部入札課
　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
３　落札決定日
　　令和５年10月23日
４　落札者の名称及び所在地
　　光進電気工業株式会社関西営業所
　　大阪市淀川区宮原一丁目19番10号
５　落札金額
　　35,453,000円
６　契約の方法
　　一般競争入札
７　入札公告日
　　令和５年９月８日

告　　　　　示

○地方自治法第231条の２の３第１項の規
定により指定納付受託者を指定した告示
の一部改正　 （会計課）  775

○落札者の決定　 （入札課）   〃
○土砂災害警戒区域の指定の解除　 （砂防課）  776
○土砂災害警戒区域の指定　 （　〃　）   〃
○土砂災害特別警戒区域の指定の一部解除　 （　〃　）  777
○土砂災害特別警戒区域の指定　 （　〃　）   〃

公　　　　　告

○一般競争入札の実施　 （府有資産活用課）  778
○土地改良区役員の就退任届　 （山城広域振興局）  780
○府営土地改良事業に係る換地計画の決定

　 （丹後広域振興局）  781

○都市計画法に基づく工事完了　 
 （乙訓土木事務所、中丹東土木事務所）  782

選挙管理委員会

○政治団体の設立　   〃
○政治団体届出事項の異動　  784
○政治団体の解散　  786
○政治団体の収支報告書の要旨　   〃
○資金管理団体の指定　  791
○資金管理団体届出事項の異動　   〃
○資金管理団体の指定の取消し　  792

監　査　委　員

○監査結果の公表　   〃
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京都府告示第550号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定によ
り、指定した次の土砂災害警戒区域の指定を解除する。
　なお、「次の図」は、省略し、その図面を次の縦覧場所において縦覧に供する。

　令和５年11月７日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　区域

２　縦覧場所　京都府建設交通部砂防課及び京都府山城北土木事務所

京都府告示第551号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定によ
り、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、「次の図」は、省略し、その図面を次の縦覧場所において縦覧に供する。

　令和５年11月７日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　区域

　⑵　縦覧場所　京都府建設交通部砂防課及び京都府山城北土木事務所
２⑴　区域
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　⑵　縦覧場所　京都府建設交通部砂防課及び京都府山城南土木事務所

京都府告示第552号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規定によ
り、次の土砂災害特別警戒区域の一部について指定を解除する。
　なお、「次の図」は、省略し、その図面を次の縦覧場所において縦覧に供する。
　おって、次の閲覧場所においてその図面を閲覧することができる。

　令和５年11月７日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　区域

２　縦覧場所　京都府建設交通部砂防課及び京都府山城北土木事務所
３　閲覧場所　宇治市役所

京都府告示第553号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定によ
り、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、「次の図」は、省略し、その図面を次の縦覧場所において縦覧に供する。
　おって、次の閲覧場所においてその図面を閲覧することができる。

　令和５年11月７日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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めの手段
　　　原則として、京都府ホームページ（  

 

）からダウンロードすること。
３　入札に参加する者に必要な資格
　　入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全

て満たさなければならない。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令が適用される令和５年度における
物品又は役務の調達に係る競争入札に参加する者に
必要な資格等を定める告示（令和５年京都府告示第
１号）に定める競争入札参加者の資格を得ている者
で、次の業務種目に登録されているものであること。

　　　大分類「燃料類」―小分類「電力」
　⑶　「京都府電力の調達に係る環境配慮契約方針」第
６条第１項の規定により、令和５年度入札分に係る
「京都府環境に配慮した電力調達契約評価項目報告
書」を提出した小売電気事業者のうち、判定結果が
「適合」の通知を受けた者であること。

　⑷　確認申請書の提出期間の最終日から入札日までの
期間において、京都府の指名競争入札について指名
停止とされていない者であること。

　⑸　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２
の規定による小売電気事業の登録を受けている者で
あること。

　⑹　入札に参加しようとする調達施設に要する予定使
用電力量の供給に十分な電源を確保している者であ
ること。

　⑺　適正な電力供給のための体制が確立されており、
供給約款等が整備されている者であること。

４　入札参加資格の確認
　　入札に参加を希望する者は、入札説明書において示

す確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料（以
下「確認資料」という。）を次により提出し、入札参
加資格の確認を受けなければならない。

　公　　　　告　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定に
より、次のとおり一般競争入札を実施する。
　なお、この入札に係る調達契約は、地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成
７年政令第372号）第４条に規定する特定調達契約である。

　令和５年11月７日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　入札に付する事項
　⑴　調達の名称及び数量
　　　京都府庁本庁庁舎で使用する電力調達　一式
　⑵　調達物品の仕様等
　　　入札説明書及び仕様書のとおり
　⑶　調達期間
　　　令和６年４月１日から令和７年３月31日まで
　⑷　調達施設
　　　京都府庁本庁庁舎
２　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書、仕様書及び一

般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」
という。）の交付場所並びに契約に関する事務を担
当する組織の名称、所在地等

　　　〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ
内町

　　　京都府総務部府有資産活用課施設管理係
　　　電話番号（075）414-4044
　⑵　入札説明書、仕様書及び確認申請書の交付期間
　　　令和５年11月７日（火）から令和５年12月１日（金）

まで
　⑶　入札説明書、仕様書及び確認申請書の交付費用
　　　無償
　⑷　入札説明書、仕様書及び確認申請書を入手するた

１　区域

２　縦覧場所　京都府建設交通部砂防課及び京都府山城南土木事務所
３　閲覧場所　木津川市役所
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）からダウンロードす
ること。

　　　ウ　提出期限
　　　　　令和５年11月16日（木）午後５時
　　　　　なお、その後も随時受け付けるが、この場合

には、この公告に係る入札に間に合わないこと
がある。

５　入札手続等
　⑴　入札及び開札の日時、場所等
　　ア　日時
　　　　令和６年１月10日（水）午前10時
　　イ　場所
　　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　　　京都府庁第３号館地下１階第２会議室
　　ウ　郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
　　　ア　受領期限
　　　　　令和６年１月９日（火）午後４時まで（必着）
　　　イ　提出先
　　　　　２の⑴に同じ。
　　　ウ　その他
　　　　　郵送による場合の入札書の提出方法は、入札

説明書において指定する。
　⑵　入札の方法
　　ア　持参又は郵送によることとし、電送による入札

は認めない。
　　イ　基本料金・従量料金単価をもって契約するの

で、入札に当たっては、月額基本料金、従量料金
などの二部料金単価制度を設定することを条件と
する。

　　ウ　落札の決定は、イによる単価に基づいて、仕様
書に明示する電気使用実績により求められる電気
料金の総額をもって入札金額とし、その比較に
よって行う。

　　　　なお、この入札金額には、電力の供給に必要な
一切の諸費用を含めたものとする。

　⑶　開札に立ち会う者
　　　開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも

のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わな
い場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会
わせて行うものとする。

　⑷　入札書に記載する金額
　　　落札の決定に当たっては、入札書に記載された金

額（電気料金の総額）に当該金額の100分の10に相
当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端
数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）
をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び
地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で
あるかを問わず、仕様書に定めるところにより見積
もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に
記載すること。

　⑸　入札の無効
　　　次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
　　ア　３に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格

　　なお、提出した確認申請書及び確認資料に関し、契
約担当者から説明を求められた場合は、それに応じな
ければならない。

　⑴　提出期間等
　　ア　提出期間
　　　　２の⑵に同じ。
　　イ　提出場所
　　　　２の⑴に同じ。
　　ウ　提出方法
　　　ア　持参により提出する場合
　　　　　提出期間中の日曜日、土曜日及び祝日を除く

午前９時から午後４時まで（午前11時30分から
午後１時30分までを除く。）の間に提出すること。

　　　イ　郵送により提出する場合
　　　　　書留郵便で提出期限内に必着のこと。
　⑵　確認通知
　　　入札参加資格の確認結果は、別途通知する。
　⑶　その他
　　ア　確認申請書及び確認資料の作成等に要する費用

は、入札に参加しようとする者の負担とし、提出
された書類は返却しない。

　　イ　３の⑵の資格を有しない者で入札に参加しよう
とするものは、次により資格審査を受けることが
できる。

　　　ア　資格審査申請に関する文書（以下「資格審査
申請書」という。）の提出場所及び問合せ先

　　　　　〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入
薮ノ内町

　　　　　京都府総務部入札課入札・物品調達調整係
　　　　　電話番号（075）414-5428
　　　イ　提出書類
　　　　　原則として、京都府ホームページ「特定調達

契約に係る競争入札参加資格審査申請の随時受
付について」（

）からダウンロードすること。
　　　ウ　提出期限
　　　　　令和５年11月16日（木）午後５時
　　　　　なお、その後も随時受け付けるが、この場合

には、この公告に係る入札に間に合わないこと
がある。

　　ウ　３の⑶の資格を有しない者で入札に参加しよう
とするものは、次により資格審査を受けることが
できる。

　　　ア　資格審査申請書の提出場所及び問合せ先
　　　　　〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入

薮ノ内町
　　　　　京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課企画

調整係
　　　　　電話番号（075）414-4708
　　　イ　提出書類
　　　　　原則として、京都府ホームページ「京都府電

力の調達に係る環境配慮契約方針について」
の ペ ー ジ（
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契約保証金の納付に代えることができ、規則第159条
第２項第１号、第３号又は第７号に該当する場合は、
免除する。
８　その他
　⑴　この入札の実施については、１から７までに定め

るもののほか、規則の定めるところによる。
　⑵　詳細は、入札説明書による。
　⑶　この入札に係る契約については、入札書に記載し

た金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加
えた金額によるものとする。

　⑷　この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦
情の処理手続要綱（平成８年京都府告示第485号）
に基づく苦情申立てがあったときは、契約を締結し
ないこと又は契約の執行を停止し、若しくは契約を
解除することがある。

９　Summary

　⑴　Main content of contract:

　　　Electricity supply for the Kyoto Prefectural 

Government buildings

　⑵　Deadline for submission of application documents 

for confirmation of qualification:

　　　4:00 p.m. on Friday 1st December, 2023

　⑶　Time, date and venue for bid submission and bid 

opening:

　　　10:00 a.m. on Wednesday 10th January, 2024

　　　Meeting room 2 on the basement floor of the No.3 

Building of the Kyoto Prefectural Government Office

　　　Yabunouchi-cho, Shinmachi-nishiiru, Shimodachiuri-

dori, Kamigyo-ku, Kyoto City 602-8570 Japan

　⑷　The deadline for bid submission by post:

　　　4:00 p.m. on Tuesday 9th January, 2024

　⑸　Contact:

　　　Facility Management Section, Prefectural Assets 

Utilization Division Department of General Affairs, 

Kyoto Prefectural Government

　　　Yabunouchi-cho, Shinmachi-nishiiru, Shimodachiuri-

dori, Kamigyo-ku, Kyoto City 602-8570 Japan

　　　TEL. (075) 414-4044

　山城町土地改良区の役員の改選に伴い、土地改良法
（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、
次のとおり新旧役員の氏名及び住所の届出があった。

　令和５年11月７日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　就任役員
　⑴　理事

のない者のした入札
　　イ　確認申請書、確認資料又は資格審査申請書（以

下「申請書等」という。）を提出しなかった者の
した入札

　　ウ　申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
　　エ　委任状を持参しない代理人による入札
　　オ　記名押印を欠く入札
　　カ　金額、名称若しくは商号、印鑑若しくは重要な

文字が誤脱し、若しくは不明な入札書又は金額を
訂正した入札書で入札した者のした入札

　　キ　同じ入札に２以上の入札（他の代理人としての
入札を含む。）をした者のした入札

　　ク　入札に関し、不正の利益を得るための連合その
他の不正行為をした者のした入札

　　ケ　入札関係職員の指示に従わない等入札会場の秩
序を乱した者のした入札

　　コ　その他入札に関する条件に違反した者のした入
札

　⑹　落札予定者の決定方法
　　ア　京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。

以下「規則」という。）第145条の予定価格の制限
の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行っ
た者を落札予定者とし、京都府より口頭等により
内示を行う。

　　　　また落札予定者は、令和６年度の予算が不成立
の場合、本手続自体が一方的に中止され、落札予
定者の資格が一方的に取り消されうること、その
中止に対する責任について京都府は一切負わない
ことについて、承諾したものとする。

　　イ　落札予定者は、令和６年度の予算が成立し、執
行可能となった際に正式な落札者となるものと
し、京都府は速やかに落札者決定通知書をもって
通知する。

　　　　なお、契約を締結するまでに指名停止措置に該
当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り
消すことがある。

　　ウ　落札者が決定通知のあった日から７日以内に契
約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手
方となる資格を失うものとする。

　⑺　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨に限る。
　⑻　契約書作成の要否
　　　要する。
６　入札保証金
　　免除する。ただし、落札予定者が契約を締結しない

場合は、落札金額の100分の５相当額の違約金を落札
予定者から徴収する。
７　契約保証金
　　落札予定者は、契約金額の100分の10以上の額の契

約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならな
い。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金
融機関（以下「銀行等」という。）が振り出し、若し
くは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって
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木津川市山城町平尾西口54 宮　嶋　義　正

〃　　　〃　　〃　城垣内16 辻　　　俊　宏

〃　　　〃　　神童子不晴谷100 木　村　善　之

〃　　　〃　　北河原内畑81の１ 矢　嶋　　　勲

〃　　　〃　　椿井安ノ平３ 谷　川　周　司

〃　　　〃　　上狛西林13の16 小　林　　　巧

〃　　　〃　　〃　乾町12 頃　田　喜　一

〃　　　〃　　〃　艮町27 田　中　輝　夫

〃　　　〃　　〃　巽町53 森　山　修　行

〃　　　〃　　〃　西下44 大　村　泰　士

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

木津川市山城町上狛坤町49 奥　田　碩　良

〃　　　〃　　綺田鳥居70 古　川　敏　己

〃　　　〃　　椿井城ノ内19 花　田　博　信

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１
項の規定により、府営土地改良事業（女布地区）に係る
換地計画を定めたので、次のとおり関係書類を縦覧に供
する。
　なお、当該換地計画の利害関係人で当該換地計画につ
いて不服があるものは、縦覧期間満了後15日以内に書面
で知事に審査請求をすることができる。

　令和５年11月７日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　縦覧に供する書類の名称
　　換地計画書の写し
２　縦覧の期間
　　令和５年11月７日から令和５年11月27日まで
３　縦覧の場所
　　京都府丹後広域振興局農林商工部地域づくり振興課
　　なお、京丹後市役所（大宮庁舎）において関係書類

を閲覧することができる。

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

木津川市山城町神童子不晴谷153 福　森　正　如

〃　　　〃　　平尾坊ノ山６ 尾　﨑　丈　泰

〃　　　〃　　上狛北荒堀25 岡　田　赳　諒

〃　　　〃　　平尾綾杉河原54 梅　本　耕　明

〃　　　〃　　綺田渋川55 原　田　昌　幸

〃　　　〃　　〃　中浜27 山　口　尚　浩

〃　　　〃　　〃　淀村１ 藤　原　照　弘

〃　　　〃　　〃　出垣外85の２ 古　川　智　一

〃　　　〃　　平尾柿ノ木22 東　村　清　豪

〃　　　〃　　北河原角田50 加賀山　富　弘

〃　　　〃　　椿井西垣内25 井　上　康　之

〃　　　〃　　上狛東林５ 森　口　靖　仁

〃　　　〃　　〃　坤町42 鹿　山　信　博

〃　　　〃　　〃　巽町33 奥　田　　　孝

奈良市中登美ヶ丘一丁目4162の１　中登
美団地Ｃ８－506　　 鈴　木　浩　文

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

木津川市山城町平尾城垣内12 岸　畑　栄　治

〃　　　〃　　椿井柳田14の５ 岡　田　好　弘

〃　　　〃　　上狛乾町27 福　澤　聡　志

〃　　　南加茂台４丁目15の８ 阪　田　依　泉

２　退任役員
　⑴　理事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

木津川市山城町綺田綾杉３ 木　村　隆　昭

〃　　　〃　　〃　平後10の１ 原　田　真　治

〃　　　〃　　〃　出垣外５ 木　村　智　綱

〃　　　〃　　平尾綾杉河原54 梅　本　耕　明

〃　　　〃　　〃　坊ノ山６ 尾　﨑　丈　泰
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147の５の一部、148の２の一部、市有地
　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　長岡京市長法寺南篠谷４
　　　山下不動産株式会社
２⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　舞鶴市字倉谷小字浜田1934の１、1934の４、1934

の５、1934の６、1943の１、1943の２、1943の３
　　　（関連区域）
　　　舞鶴市字倉谷小字浜田1931の１の一部、1931の２

の一部、1932の一部、1933の１の一部、1933の３の
一部、1933の６の一部、1937の一部、1943の４の一
部、市有地

　⑵　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　　舞鶴市字倉谷1675
　　　合同会社鳥井興産

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和５年11月７日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　　長岡京市今里五丁目146の３
　　　（関連区域）
　　　長岡京市今里五丁目141の２の一部、145の一部、
147の２の一部、147の３の一部、147の４の一部、

選 挙 管 理 委 員 会

京都府選挙管理委員会告示第82号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により政治団体から届出のあった
政治団体の設立に係る事項は、次のとおりである。

　令和５年11月７日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　坪　内　　正　一　

政党の支部
　法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体
　　１以上の市町村等の区域を単位として設けられる支部

　国会議員関係政治団体以外の政治団体
　　１以上の市町村等の区域を単位として設けられる支部
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その他の政治団体
　法第19条の７第１項第１号及び第２号に係る国会議員関係政治団体

国会議員関係政治団体以外の政治団体
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京都府選挙管理委員会告示第83号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により政治団体から届出のあった政治団体届出事項の
異動に係る事項は、次のとおりである。

　令和５年11月７日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　坪　内　　正　一　

政党の支部



令和５年11月７日　火曜日　　　

785

京  都  府  公  報

その他の政治団体
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京都府選挙管理委員会告示第85号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」
という。）第12条第１項及び第17条第１項の規定による
政治団体の収支に関する報告書の提出があったので、法
第20条第１項の規定により、その要旨を次のとおり公表
する。

　令和５年11月７日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　坪　内　　正　一　

政治団体の収支報告書の要旨（解散団体分）
（単位　円）

（令和４年分）
自由民主党京都府京都市伏見区第五支部

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年１月19日 
（令和５年７月４日解散）

１　収　入　総　額 839,300

　　本 年 収 入 額 839,300

２　支　出　総　額 839,300

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 120,000

　　　団　　体　　分 120,000

　　 本部又は支部から供与された交付金 
に係る収入 719,300

　　　自由民主党京都府支部連合会 710,000

　　　自由民主党伏見支部 9,300

４　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 839,300

京都府選挙管理委員会告示第84号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１
項の規定により政治団体から届出のあった政治団体の解
散に係る事項は、次のとおりである。

　令和５年11月７日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　坪　内　　正　一　

政党の支部

その他の政治団体
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　　翌年への繰越額 1,686,341

３　本年収入の内訳
　　個人の党費・会費（839人） 834,600

　　寄　　　　　附 13,005,000

　　　個　　人　　分 100,000

　　　団　　体　　分 4,875,000

　　　政 治 団 体 分 8,030,000

　　 本部又は支部から供与された交付金 
に係る収入 8,310,000

　　　自由民主党京都府支部連合会 310,000

　　　自由民主党本部 8,000,000

　　そ　の　他　の　収　入 2,016,087

　　　事務所の無償提供 1,980,000

　　　一件十万円未満のもの 36,087

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 20,469,409

　　　人　　件　　費 15,146,947

　　　光　熱　水　費 7,335

　　　備品・消耗品費 785,859

　　　事　務　所　費 4,529,268

　　政 治 活 動 費 4,055,273

　　（ うち本部又は支部に対して 
供与した交付金に係る支出） 117,250

　　　組 織 活 動 費 1,053,573

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 2,793,590

　　　　宣 伝 事 業 費 2,793,590

　　　調 査 研 究 費 39,760

　　　寄　附　・　交　付　金 168,350

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　年間五万円以下のもの 100,000

　　（団体分）
　　 ㈱マツシマホー 

ルディングス 1,000,000 京都市右 京 区
　　 ファームコンサ 

ルティング㈱ 1,000,000 東京都渋 谷 区
　　 グローバルワー 

クス㈱ 200,000 　〃　中 央 区
　　 東山管理センタ 

ー㈱ 120,000 京都市山 科 区
　　㈱植田建設工業 120,000 　〃　左 京 区
　　㈱太  田  建  設 120,000 　〃　中 京 区
　　マ　 ス 　ダ㈱ 120,000 　〃　右 京 区
　　㈱エ  イ  ケ  ン 100,000 　〃　左 京 区
　　㈱都　 建 　設 120,000 　〃　伏 見 区
　　㈲エーエーイー 120,000 京　田　辺　市
　　㈱古　 瀬 　組 200,000 京都市下 京 区
　　㈱長　 村 　組 60,000 　〃　中 京 区
　　㈱第  一  土  木 240,000 　〃　下 京 区
　　平安建設工業㈱ 120,000 　〃　左 京 区
　　日  新  建  工㈱ 120,000 　〃　北　　区
　　㈱総進建設工業 100,000 舞　　鶴　　市
　　㈱村  井  建  設 120,000 京都市伏 見 区
　　㈲シ　 グ 　マ 200,000 長　岡　京　市

　　　寄　附　・　交　付　金 839,300

５　寄 附 の 内 訳
　　（団体分）
　　 ⎝医医仁会武田総 

合病院 120,000 京都市伏 見 区

自由民主党京都府京都市山科区第二支部

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年３月28日 
（令和５年７月６日解散）

１　収　入　総　額 4,763,017

　　前 年 繰 越 額 2,780,017

　　本 年 収 入 額 1,983,000

２　支　出　総　額 2,657,217

　　翌年への繰越額 2,105,800

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 1,373,000

　　　個　　人　　分 3,000

　　　団　　体　　分 1,370,000

　　 本部又は支部から供与された交付金 
に係る収入 610,000

　　　自由民主党京都府支部連合会 610,000

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 1,339,077

　　　人　　件　　費 372,800

　　　光　熱　水　費 54,257

　　　備品・消耗品費 169,728

　　　事　務　所　費 742,292

　　政 治 活 動 費 1,318,140

　　　組 織 活 動 費 354,996

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 297,994

　　　　宣 伝 事 業 費 297,994

　　　調 査 研 究 費 365,150

　　　寄　附　・　交　付　金 300,000

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　年間五万円以下のもの 3,000

　　（団体分）
　　 ㈱コーエーピー 

ビーエム 120,000 京都市伏 見 区
　　㈱セ　 リ 　ニ 1,200,000 　〃　山 科 区
　　年間五万円以下のもの 50,000

自由民主党京都府第二選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分　　　　　 法第十九条の七
第一項第一号

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　 繁　本　　　護
公職の候補者に係る公職の種類　　　　 衆 議 院 議 員
報 告 年 月 日　　　　 　令和５年５月25日 

（令和５年６月19日解散）
１　収　入　総　額 26,211,023

　　前 年 繰 越 額 2,045,336

　　本 年 収 入 額 24,165,687

２　支　出　総　額 24,524,682
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２　支　出　総　額 ０

　　翌年への繰越額 3,148

木村やよい後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年３月28日 
（令和５年８月31日解散）

１　収　入　総　額 2,412,528

　　前 年 繰 越 額 644,858

　　本 年 収 入 額 1,767,670

２　支　出　総　額 994,258

　　翌年への繰越額 1,418,270

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 1,767,670

　　　政 治 団 体 分 1,767,670

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 882,857

　　　人　　件　　費 595,230

　　　光　熱　水　費 21,534

　　　備品・消耗品費 7,054

　　　事　務　所　費 259,039

　　政 治 活 動 費 111,401

　　　組 織 活 動 費 111,401

５　寄 附 の 内 訳
　　（政治団体分）
　　木村弥生後援会 1,500,000 京都市伏 見 区
　　弥　　生　　会 267,670 　〃　　 〃 　

しおみ明男後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年３月24日 
（令和５年８月31日解散）

１　収　入　総　額 55,041

　　前 年 繰 越 額 55,041

２　支　出　総　額 15,502

　　翌年への繰越額 39,539

３　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 15,502

　　　組 織 活 動 費 15,502

すがや寛志後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年３月28日 
（令和５年７月６日解散）

１　収　入　総　額 3,468,458

　　前 年 繰 越 額 372,458

　　本 年 収 入 額 3,096,000

２　支　出　総　額 3,327,307

　　翌年への繰越額 141,151

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 300,000

　　　政 治 団 体 分 300,000

　　 機関紙誌の発行その他の 
事業による収入 2,796,000

　　　すがや寛志君を囲む会会費 2,796,000

４　支 出 の 内 訳

　　㈱イ  チ  グ  ミ 60,000 相楽郡精 華 町
　　㈱門　 野 　組 60,000 福　知　山　市
　　綜  合  設  備㈱ 120,000 北 海 道 釧 路 市
　　㈱斉 藤 工 務 店 120,000 京都市左 京 区
　　年間五万円以下のもの 335,000

　　（政治団体分）
　　 繁本まもるを育 

てる会 8,000,000 京都市東 山 区
　　年間五万円以下のもの 30,000

６　資　産　等　の　内　訳
　　（借入金）
　　繁　本　　　護 2,002,844

京都フォーラム研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名　　前　波　健　史
資金管理団体の届出に係る公職の種類　 京都府議会議員
報 告 年 月 日　　　　 　令和５年１月19日 

（令和５年７月４日解散）
１　収　入　総　額 1,418,487

　　本 年 収 入 額 1,418,487

２　支　出　総　額 1,418,487

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 839,300

　　　政 治 団 体 分 839,300

　　借　　入　　金 579,187

　　　前　波　健　史 579,187

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 1,087,487

　　　人　　件　　費 10,000

　　　光　熱　水　費 79,476

　　　備品・消耗品費 38,011

　　　事　務　所　費 960,000

　　政 治 活 動 費 331,000

　　　組 織 活 動 費 331,000

５　寄 附 の 内 訳
　　（政治団体分）
　　 自由民主党京都 

府京都市伏見区 
第五支部 839,300 京都市伏 見 区

６　資　産　等　の　内　訳
　　（借入金）
　　前　波　健　史 25,311,158

馬谷明美後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年３月２日 
（令和５年６月30日解散）

１　収　入　総　額 ０

２　支　出　総　額 ０

活力とやすらぎのある井手町をつくる会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年３月24日 
（令和５年８月31日解散）

１　収　入　総　額 3,148

　　前 年 繰 越 額 3,148
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３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 400,000

　　　団　　体　　分 400,000

　　 本部又は支部から供与された交付金 
に係る収入 250,000

　　　自由民主党京都府第二選挙区支部 50,000

　　　 自由民主党京都府参議院選挙区第 
四支部 100,000

　　　 自由民主党京都府参議院選挙区第 
一支部 100,000

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 401,488

　　　人　　件　　費 154,600

　　　光　熱　水　費 10,018

　　　備品・消耗品費 11,918

　　　事　務　所　費 224,952

　　政 治 活 動 費 2,354,312

　　　組 織 活 動 費 184,454

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 40,000

　　　　宣 伝 事 業 費 40,000

　　　調 査 研 究 費 84,810

　　　寄　附　・　交　付　金 2,045,048

５　寄 附 の 内 訳
　　（団体分）
　　㈱セ　 リ 　ニ 400,000 京都市山 科 区

自由民主党京都府第二選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分　　　　　 法第十九条の七
第一項第一号

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　 繁　本　　　護
公職の候補者に係る公職の種類　　　　 衆 議 院 議 員
報 告 年 月 日　　　　 　令和５年７月７日 

（令和５年６月19日解散）
１　収　入　総　額 8,933,885

　　前 年 繰 越 額 1,686,341

　　本 年 収 入 額 7,247,544

２　支　出　総　額 8,933,885

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 4,938,500

　　　個　　人　　分 120,000

　　　団　　体　　分 1,018,500

　　　政 治 団 体 分 3,800,000

　　 本部又は支部から供与された交付金 
に係る収入 2,215,400

　　　自由民主党本部 2,000,000

　　　自由民主党京都府支部連合会 215,400

　　そ　の　他　の　収　入 93,644

　　　一件十万円未満のもの 93,644

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 5,518,420

　　　人　　件　　費 3,577,343

　　　光　熱　水　費 4,073

　　　備品・消耗品費 161,853

　　　事　務　所　費 1,775,151

　　経　常　経　費 57,297

　　　事　務　所　費 57,297

　　政 治 活 動 費 3,270,010

　　　組 織 活 動 費 3,253,551

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 16,459

　　　　宣 伝 事 業 費 16,459

５　寄 附 の 内 訳
　　（政治団体分）
　　 自由民主党京都 

府京都市山科区 
第二支部 300,000 京都市山 科 区

響く京都の会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年３月28日 
（令和５年６月19日解散）

１　収　入　総　額 ０

２　支　出　総　額 ０

まえなみ健史後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年１月19日 
（令和５年８月10日解散）

１　収　入　総　額 ０

２　支　出　総　額 ０

（令和５年分）
自由民主党京都府京都市伏見区第五支部

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年７月４日 
（令和５年７月４日解散）

１　収　入　総　額 299,300

　　本 年 収 入 額 299,300

２　支　出　総　額 299,300

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 60,000

　　　団　　体　　分 60,000

　　 本部又は支部から供与された交付金 
に係る収入 239,300

　　　自由民主党京都府支部連合会 200,000

　　　自由民主党伏見支部 39,300

４　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 299,300

　　　寄　附　・　交　付　金 299,300

５　寄 附 の 内 訳
　　（団体分）
　　 ⎝医医仁会武田総 

合病院 60,000 京都市伏 見 区

自由民主党京都府京都市山科区第二支部

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年７月12日 
（令和５年７月６日解散）

１　収　入　総　額 2,755,800

　　前 年 繰 越 額 2,105,800

　　本 年 収 入 額 650,000

２　支　出　総　額 2,755,800
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２　支　出　総　額 ０

活力とやすらぎのある井手町をつくる会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年９月７日 
（令和５年８月31日解散）

１　収　入　総　額 3,148

　　前 年 繰 越 額 3,148

２　支　出　総　額 ０

　　翌年への繰越額 3,148

木村やよい後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年９月12日 
（令和５年８月31日解散）

１　収　入　総　額 1,418,270

　　前 年 繰 越 額 1,418,270

２　支　出　総　額 1,418,270

３　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 721,288

　　　光　熱　水　費 77,742

　　　備品・消耗品費 43,800

　　　事　務　所　費 599,746

　　政 治 活 動 費 696,982

　　　寄　附　・　交　付　金 696,982

しおみ明男後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年９月７日 
（令和５年８月31日解散）

１　収　入　総　額 72,539

　　前 年 繰 越 額 39,539

　　本 年 収 入 額 33,000

２　支　出　総　額 33,588

　　翌年への繰越額 38,951

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 33,000

　　　個　　人　　分 33,000

４　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 33,588

　　　組 織 活 動 費 33,588

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　年間五万円以下のもの 33,000

すがや寛志後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年７月12日 
（令和５年７月６日解散）

１　収　入　総　額 286,151

　　前 年 繰 越 額 141,151

　　本 年 収 入 額 145,000

２　支　出　総　額 286,151

３　本年収入の内訳
　　 機関紙誌の発行その他の 

事業による収入 145,000

　　　府庁見学と昼食会 145,000

　　政 治 活 動 費 3,415,465

　　（ うち本部又は支部に対して 
供与した交付金に係る支出） 200,000

　　　組 織 活 動 費 288,123

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 546,347

　　　　宣 伝 事 業 費 546,347

　　　調 査 研 究 費 13,200

　　　寄　附　・　交　付　金 564,951

　　　そ　の　他　の　経　費 2,002,844

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　阿　部　信　之 120,000 北海道釧 路 市
　　（団体分）
　　㈱ア  シ  ス  ト 918,500 京都市東 山 区
　　年間五万円以下のもの 100,000

　　（政治団体分）
　　 繁本まもるを育 

てる会 3,800,000 京都市東 山 区

京都フォーラム研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名　　前　波　健　史
資金管理団体の届出に係る公職の種類　 京都府議会議員
報 告 年 月 日　　　　 　令和５年７月４日 

（令和５年７月４日解散）
１　収　入　総　額 818,749

　　本 年 収 入 額 818,749

２　支　出　総　額 818,749

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 299,300

　　　政 治 団 体 分 299,300

　　借　　入　　金 519,449

　　　前　波　健　史 519,449

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 586,749

　　　人　　件　　費 10,000

　　　光　熱　水　費 35,222

　　　備品・消耗品費 61,527

　　　事　務　所　費 480,000

　　政 治 活 動 費 232,000

　　　組 織 活 動 費 232,000

５　寄 附 の 内 訳
　　（政治団体分）
　　 自由民主党京都 

府京都市伏見区 
第五支部 299,300 京都市伏 見 区

６　資　産　等　の　内　訳
　　（借入金）
　　前　波　健　史 25,830,607

馬谷明美後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年７月26日 
（令和５年６月30日解散）

１　収　入　総　額 ０
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２　支　出　総　額 ０

まえなみ健史後援会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年８月10日 
（令和５年８月10日解散）

１　収　入　総　額 ０

２　支　出　総　額 ０

４　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 286,151

　　　組 織 活 動 費 179,850

　　　寄　附　・　交　付　金 106,301

響く京都の会

報 告 年 月 日　　　　 　令和５年７月11日 
（令和５年６月19日解散）

１　収　入　総　額 ０

京都府選挙管理委員会告示第86号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の指定に係る事項は、
次のとおりである。

　令和５年11月７日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　坪　内　　正　一　

京都府選挙管理委員会告示第87号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定により届出のあった資金管理団体の届出事項の
異動に係る事項は、次のとおりである。

　令和５年11月７日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　坪　内　　正　一　
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む。）の事務の執行
　　④　財政的援助団体等監査
　　　　京都府が次のアからウまでのとおり、財政的援

助を与えているものの出納その他当該財政的援助
に係る事務の執行

　　　ア　出資団体（資本金、基本金等の４分の１以上
を出資している団体）

　　　イ　公の施設の指定管理者
　　　ウ　補助金等交付団体（補助金、交付金、負担金、

貸付金等の財政的援助を与えている団体）
　⑵　実施方法
　　　監査委員が監査対象機関等に対し、関係書類や事

務事業の実態を調査し、併せて関係者と意見交換す
る「実地監査」及び監査委員事務局職員による事前
調査の結果に基づき審査を行う「書面監査」により
実施する。

　⑶　実施方針
　　　①～⑤の実施方針に基づき、１項目について重点

的に実施する。
　　①　合規性・正確性の確保
　　②　共通的課題・３Ｅ（経済性・効率性・有効性）

の観点の重視
　　③　内部統制制度を踏まえた監査
　　④　機動力と効率性の高い監査実務の執行
　　⑤　監査結果の実効性の確保
　　＜重点項目＞
　　　新型コロナウイルス感染症対策事業に係る事務の

適正な執行について
２　監査の実施状況
　　京都府監査実施要領及び令和５年度監査計画に基づ

監　査　委　員

５年監査公表第９号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の
規定により、令和４年度に京都府監査基準に準拠し、執
行した監査の結果（令和５年９月29日監査委員会議決定
分）を次のとおり公表する。

　令和５年11月７日
京都府監査委員　四　方　　源太郎　
　　　同　　　　田　中　　美貴子　
　　　同　　　　森　　　　敏　行　
　　　同　　　　橋　本　　幸　三　

１　監査の種類、実施方法等
　⑴　種類、対象
　　①　財務監査
　　　　令和４年度分（一部監査日までの現年度分を含

む。）の財務に関する事務の執行及び経営に関す
る事業の管理

　　②　工事監査
　　　　令和４年度に完成した重要構造物、防災、耐震

化・長寿命化等の大規模工事から選定した箇所に
おける工事に関する事務の執行

　　③　行政監査
　　　　令和４年度分（一部監査日までの現年度分を含

京都府選挙管理委員会告示第88号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第１号の規定により届出のあった資金管理団体の指定の取消
しに係る事項は、次のとおりである。

　令和５年11月７日
京都府選挙管理委員会　　　　

委員長　坪　内　　正　一　
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支
出

　原稿料に係る所得税を過大に徴収し
ていたもの

学校教育課

　謝金等を誤払いしたもの 保健体育課

補
助
金

　補助金を過大に交付していたもの 高齢者支援課

契
約

　変更契約に係る予定価格調書の作成
日を誤記していたもの

府有資産活用課

現
金

　入札保証金に係る収入手続が適正で
ないもの

府有資産活用課

　　　なお、上記より程度が軽微なもののうち、特に文
書による指導が望ましいものとして11件を注意、１
件を検討とした。

（別表）

実施機関名等 実地監査日 事務局調査日

秘書課

令和５年８月７日

令和５年６月８日

広報課 令和５年６月８日

国際課、旅券事務所 令和５年６月８日

職員総務課、職員福利
厚生センター 令和５年６月12日

人事課 令和５年６月12日

総務事務センター 令和５年６月12日

会計課 令和５年６月７日

危機管理総務課

令和５年８月１日

令和５年６月14日

災害対策課 令和５年６月14日

原子力防災課 令和５年６月14日

消防保安課 令和５年６月14日

総務調整課

令和５年８月３日

令和５年６月22日

政策法務課 令和５年６月22日

財政課 令和５年６月26日

税務課 令和５年６月22日

自治振興課、選挙管理
委員会 令和５年６月26日

入札課 令和５年６月23日

府有資産活用課 令和５年６月23日

き、令和５年６月から令和５年９月にかけて、次のと
おり実施した。

　　・　知事部局97箇所、教育委員会14箇所、警察本部
７箇所、その他行政委員会等７箇所の計125箇所

　　・　財政的援助団体等監査について、指定管理団体
１箇所

　　また、本庁分の会計事務に係る月例点検（令和５年
４月から令和５年９月）を実施した。

　　おって、実施機関名等、実地監査日等の詳細は、別
表のとおりである。
３　監査の結果
　⑴　監査結果の概要
　　　令和５年５月31日から令和５年９月29日までの監

査委員会議において、指摘事項９件を、次のとおり
決定した。

　　・　指摘事項
　　　　収入関係４件（遅延利息の未請求、調定額等の

誤りほか）
　　　　支出関係２件（所得税の過大徴収、謝金等の誤

払い）
　　　　補助金関係１件（補助金の過大交付）
　　　　契約関係１件（予定価格調書の作成日誤記）
　　　　現金関係１件（入札保証金に係る収入手続が不

適正）
　　・　要望事項
　　　　今回なし
　　　注　監査結果の区分は、次のとおりである。
　　　　「指摘」とは、次のいずれかに該当する事項で、

是正又は改善を求めるもの
　　　　①　法令等に違反していると認められる事項
　　　　②　損害が生じていると認められる事項
　　　　③　事務の執行が適正を欠くと認められる事項
　　　　④　前回の指摘事項等について適切な措置がさ

れていないと認められる事項
　　　　「要望」とは、次のいずれかに該当する事項で、

改善の要望を行うもの
　　　　①　経済性、効率性又は有効性の観点から改善

が必要であると認められる事項
　　　　②　事務の執行について、改善が必要であると

認められる事項
　⑵　指摘事項の内容

内容等 監査対象機関

収
入

　遅延利息の請求を行っていなかった
もの

情報政策課

　納入義務者及び調定額等を誤ってい
るもの

循環型社会推進課

　保育士登録手数料の収入年度を誤っ
ていたもの

こども・青少年総合
対策室

　未収金の債権管理が不十分なもの 教職員企画課
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家庭支援課 令和５年７月10日

健康対策課 令和５年７月10日

医療課、救急医療情報
センター 令和５年７月７日

薬務課 令和５年７月７日

労働政策室

令和５年８月１日

令和５年６月21日

観光室 令和５年６月23日

産業労働総務課 令和５年７月３日

中小企業総合支援課 令和５年７月３日

ものづくり振興課 令和５年６月23日

染織・工芸課 令和５年６月21日

産業立地課 令和５年６月22日

経済交流課 令和５年６月22日

文化学術研究都市推進
課 令和５年６月22日

雇用推進課、労働委員
会事務局 令和５年６月20日

人材育成課 令和５年６月21日

農政課

令和５年８月４日

令和５年７月10日

農村振興課 令和５年７月10日

経営支援・担い手育成
課 令和５年７月11日

流通・ブランド戦略課 令和５年７月11日

農産課、京都乙訓農業
改良普及センター 令和５年７月７日

畜産課 令和５年７月13日

水産課、内水面漁場管
理委員会 令和５年７月13日

森の保全推進課 令和５年７月12日

林業振興課 令和５年７月12日

監理課 令和５年６月19日

指導検査課 令和５年７月３日

用地課、収用委員会 令和５年６月23日

道路計画課 令和５年６月20日

道路建設課 令和５年６月20日

道路管理課 令和５年６月20日

総合政策室

令和５年８月３日

令和５年６月13日

地域政策室 令和５年６月13日

政策環境総務課 令和５年６月７日

情報政策課 令和５年６月12日

デジタル政策推進課 令和５年６月12日

企画統計課 令和５年６月14日

大学政策課 令和５年６月14日

脱炭素社会推進課 令和５年６月16日

循環型社会推進課 令和５年６月９日

自然環境保全課 令和５年６月９日

環境管理課 令和５年６月７日

人権啓発推進室

令和５年７月31日

令和５年６月16日

文化政策室 令和５年６月20日

文化生活総務課 令和５年６月13日

文化芸術課 令和５年６月20日

スポーツ振興課 令和５年６月14日

文教課 令和５年６月13日

安心・安全まちづくり
推進課、交通事故相談
所

令和５年６月19日

男女共同参画課 令和５年６月19日

府民総合案内・相談セ
ンター 令和５年６月16日

消費生活安全センター 令和５年６月12日

生活衛生課、動物愛護
センター 令和５年６月14日

ワクチン接種対策室 令和５年７月６日

こども・青少年総合対
策室 令和５年７月６日

健康福祉総務課 令和５年７月６日

高齢者支援課 令和５年７月11日

医療保険政策課 令和５年７月11日

リハビリテーション支
援センター

令和５年７月31日
令和５年７月11日

地域福祉推進課 令和５年７月11日

障害者支援課 令和５年７月10日
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西京警察署 令和５年７月21日

向日町警察署 令和５年７月21日

八幡警察署 令和５年７月14日

田辺警察署 令和５年７月14日

木津警察署 令和５年７月28日

南丹警察署 令和５年７月28日

公益財団法人　京都府
立丹波自然運動公園協
力会

令和５年９月20日

会計事務月例点検
（本庁分）　　　

令和５年４月25日・
26日

令和５年５月26日・
29日

令和５年６月27日・
28日

令和５年７月26日

令和５年８月28日

令和５年９月26日

交通政策課 令和５年６月19日

河川課
令和５年８月３日

令和５年６月21日

砂防課 令和５年６月21日

都市計画課 令和５年６月23日

建築指導課 令和５年６月22日

住宅課 令和５年６月22日

営繕課 令和５年６月22日

公営企画課 令和５年７月４日

建設整備課 令和５年７月４日

水環境対策課 令和５年７月３日

港湾企画課
令和５年８月１日
・３日

令和５年７月６日

港湾施設課 令和５年７月６日

文化施設政策監付 令和５年７月31日 令和５年６月20日

議会事務局 令和５年８月４日 令和５年７月24日・
25日・27日

監査委員事務局 令和５年８月７日 令和５年７月24日

人事委員会事務局 令和５年８月４日 令和５年６月７日

高校改革推進室

令和５年８月４日

令和５年７月11日

総務企画課 令和５年７月７日

管理課 令和５年７月18日

教職員企画課 令和５年７月７日

教職員人事課 令和５年７月７日

福利課 令和５年７月13日

学校教育課 令和５年７月12日

特別支援教育課 令和５年７月10日

高校教育課 令和５年７月11日

ＩＣＴ教育推進課 令和５年７月12日

保健体育課 令和５年７月11日

社会教育課 令和５年７月13日

文化財保護課、埋蔵文
化財事務所 令和５年７月10日

警察本部 令和５年８月１日 令和５年７月19日・
20日


